
次期福岡県生物多様性戦略（案）に係る意見募集（パブリックコメント）における意見及び意見への対応

・意見募集期間：２０２１（令和３）年１１月３０日（火曜日）から２０２１（令和３）年１２月１３日（月曜日）まで

・意見数：２１件

1
P３０

12行目

県内の代表的な干潟の特徴　曽根干潟につ
いて、「海岸近くに満潮時でも砂洲が残り水
鳥が集まる」という表記は不適切。

過去に大野川河口で見られたが，環境変化に
より現状では水没するし以前のような光景は
見られない。「国内有数のカブトガニの産卵・
生息地である」事の方が適切かと思う。

　御意見を踏まえ、次のとおり修正します。
「・多くの水鳥が集まるとともに、国内有数の
カブトガニの産卵・生息地となっている。」

2 P７８

二次草原、ため池の消失要因として、現在進
行している開発行為、太陽光発電施設の設置
についても明記すべきです。

二次草原、ため池の消失要因として、現在進
行している開発行為、太陽光発電施設の設置
が明記されていません。本県においてもこの
ような開発行為が希少種の自生地消滅の原
因となっている事例がいくつもあります。今後
の脱炭素化と生物多様性保全の推進におい
て、農地生態系・里地里山景観の保全と再生
可能エネルギー施設の整備のバランスをどう
図るかは、喫緊に検討すべき重要な課題の一
つであり、本戦略へ明記すべきです。

　太陽光を含む再生可能エネルギーによる発
電施設の設置については、生態系にまたがる
横断的な問題であるため、戦略案P69「（５）
地球環境の変化」において、再生可能エネル
ギーによる発電施設を設置する際には、生物
の生息・生育環境に影響が生じる場合があ
り、生物多様性への配慮が求められることを
記載しています。
　また、戦略案P１３７「再生可能エネルギー導
入に際しての生物多様性配慮」においては、
今後、市町村が地域脱炭素化促進事業の促
進区域を設定する際の環境配慮の方針とし
て、動植物・生態系等への配慮等を定めた環
境配慮基準を検討する予定としています。い
ただいた御意見の趣旨はその際の参考とさせ
ていただきます。

3

海の酸性化に対する実態調査にも取り組む
べきである。

CO2排出増加に伴う海洋の吸収増加で海の
酸性化が進んでいると言われる。県内のカキ
養殖等への影響もいずれ予想され，三陸の方
では既に実態調査に取り組んでいると聞く。
海水温の上昇に伴う生態系の異変や影響の
把握と合わせて、酸性化の実態把握もすべ
き。

　戦略案P71「②地球環境の変化による海域
への影響」において、海洋酸性化の影響に関
する記述をしているところです。大学等では、
海洋酸性化の観測が始まっているところもあ
り、今後議論されていくものと思われます。い
ただいた御意見については、今後の取組の参
考とさせていただきます。
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4
P74

14行目

　今から10年ほど前に、地球温暖化により気
温が2℃上昇した場合、九州地方のブナ林の
衰退（2050年には面積が半減）が予測され
ていることはご存じだと思います。
　課題には「ブナ自然林の保全」とあります
が、林床植物のシカ食害に対しては局所的な
施策は有効かもしれませんが、林冠を形成し
ているブナ等を維持するには、地球レベルで
の気温上昇や乾燥化の抑制という短期間で
の解決が難しい問題があると思われます（だ
から課題になっている？）。
　むしろ、ブナ自然林の保全に含めて考えら
れているかもしれませんが、森林の更新状況
等の定期的なモニタリングが重要と思われ、
課題に追加してはいかがでしょうか。

　御意見のとおり、ブナ自然林の保全に向け
ては、気候変動の影響なども踏まえた定期的
なモニタリングが重要であり、その手法につい
ても今後検討・研究を進めていくことが必要
になるものと考えます。なお、本戦略の記載に
つきましては、モニタリングも含めてブナ自然
林の保全の一環と考えているため、原案のと
おりとさせていただきます。

5
P7４

　二次林・人
工林

森林環境譲与税が、二次林・人工林の生物多
様性保全にも充当されることが求められるこ
とについて触れてほしい。

間伐が主体の森林環境税について触れられ
ているのでより大きな額になる譲与税につい
て生物多様性の財源としてふれられることが
望ましいため。

　森林環境譲与税については、国又は県が市
町村に交付し、市町村において、地域の実情
に応じて法令に定める範囲で幅広く弾力的に
活用することとされています。
　そのため、森林環境譲与税の使途は市町村
が検討することから、原案のままとさせていた
だきます。

6 P75-76

木質バイオマスとして利用される木材につい
て、主伐材・間伐材・林地残材の表記は適切
に区別しておく方が適切であると思います。
木質バイオマスとしての木材利用が拡大して
いることについて、木材利用量に主伐材が含
められていませんか。建材として利用できる
木材であるにも関わらず、木材価格的に売り
に出せず、バイオマス燃料用に転用されてい
る場合があります。木材をバイオマス燃料とし
て活用することが持続可能な森林経営である
かどうかは、用いる材の種類によって変わる
ため、表記は適切にするべきだと思います。

木質バイオマスとしての木材利用が拡大して
いることについて、木材利用量に主伐材が含
められていませんか。建材として利用できる
木材であるにも関わらず、木材価格的に売り
に出せず、バイオマス燃料用に転用されてい
る場合があります。木材をバイオマス燃料とし
て活用することが持続可能な森林経営である
かどうかは、用いる材料の種類によって変わ
るため、表記は適切にするべきだと思います
（バイオマス燃料としての利用が森林の炭素
収支において本当に最善かどうかは科学的に
慎重に判断すべきであると思います）。

　木質バイオマスとして利用される木材は、主
として間伐や主伐により伐採された木材のう
ち、未利用のまま林地に放置されている間伐
材や枝条等になります。
　県では、御指摘のようなことがないよう、、伐
採事業者や加工事業者等を対象としたセミ
ナーの開催等を通じて、バイオマス燃料として
の木材の適正使用について指導しているとこ
ろです。
　戦略案P７５の記述につきましては、御指摘
を踏まえ、「また、間伐材や木材の新たな活用
先として・・・」という記述を次のとおり修正しま
す。
　「また、間伐材を主とした未利用木材の新た
な活用先として・・・」

2
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7 P７８

11〜12行目：雑草の発生源とありますが、放
棄耕作地のリスクとして記載するのであれ
ば、外来草本とすべきであると思います。

雑草の発生源とありますが、在来草本であれ
ば必ずしも悪いものではないため、表記が適
切ではありません。休耕地で発見される希少
種の草本植物も存在します。

　御意見を踏まえ、戦略案P78の11行目を次
のとおり修正します。
「耕作放棄地は、病害虫や外来雑草の発生源
になったり…」

8
P93

36行目

　生物標本の収集及び管理等に従事するス
タッフが全国的にも高齢化しているため、人
材育成を課題に追加してはどうでしょうか。

　御意見のとおり、生物多様性に関する専門
的知識を持つ人材の育成が求められていま
す。このため、戦略案P91「④教育・研究機
関」に、教育・研究機関に期待される役割とし
て、「生物多様性に関する高度な専門知識と
幅広い視野を持った研究者や技術者を養成
していくこと」を記載しているところです。

9

行動計画について（全般）
本戦略履行に関する関係各課の予算（資金）
確保の方法（予算源、予算確保の計画・方法）
について、項目を立てて明記しておく方が適
切と思います。

生物多様性の保全・再生・利活用の推進は、
喫緊に急がれる課題であり、重要な施策で
す。しかしながら、福岡県の令和3年度予算を
確認すると、生物多様性の保全関係では
1500万程度が挙げられているのみでした。
生物多様性保全は、県の重要施策であるにも
関わらず、まとまった予算がつけられていない
ように見えます。本計画にも、中期的な枠組み
でありながら予算確保の見込みが明記されて
いません。現実問題として、適切な資金配分、
人員確保ができていなければ、円滑な戦略履
行は困難と思います。

　予算は、単年度が原則であるため、今後５年
間の予算について、あらかじめ記載すること
は困難です。今後とも、第５章「行動計画」に
記載している各種施策を着実に遂行できるよ
う、各部各課において、毎年度必要な予算の
確保に努めてまいります。

10 P124

ラムサール条約湿地に関する取り組みに関し
て、積極的な登録申請を目指し、啓発活動を
行うべき。

県内には，国際的な重要湿地の基準で、ラム
サール条約登録要件の生物学的要件を十分
に満たしながら，地域の理解や協力が今ひと
つのために申請に至らず、県内には登録地が
一つもない。保全のための法的規制のないと
ころもある。利活用も含めその重要性と保全
のために地域住民への理解や協力を得られ
るように積極的に啓発活動を行うべき。

　ラムサール条約登録については、国際基準
に加えて、自然公園法、鳥獣保護管理法など
の法律による自然環境の保全が図られること
と、地元住民などから登録への賛意が得られ
ていることの2つの条件を満たすことが必要と
なります。
　そのため、登録については地元の市町村、
住民の賛同が欠かせないことから、県として
は、まずは、地元の合意形成の状況を見守っ
ているところです。

3
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11
P22
P126
P155

希少野生動植物種の保護回復について、指
定希少野生動植物種20種のみが行動目標２
(p.22)と目標2-2(p.126)で言及されてお
り、絶滅危惧の度合いが高い、両生類、哺乳
類の保護回復が含まれていない。レッドデー
タを参考に、特に、生態系の上位種である哺
乳類の保全を保護回復計画に含めるべきで
ある。
重点プロジェクト７（希少種の保護）と８（レッド
データブック）(p.126)は個別のものではな
い。福岡県生物多様性地理情報システム
(p.155)をレッドデータとリンクできるような
仕組みを作り、希少種の保護、レッドデータ
ブック、福岡県生物多様性地理情報システム
をリンクさせた絶滅危惧対策を構築すべきで
ある。

福岡県レッドデータで示されているように、両
生類、維管束植物、哺乳類の絶滅危惧割合は
高く(p.56)、生息地で危機に瀕している生息
地は山地森林が最も割合が高い(p.57)。そ
れにも関わらず、両生類や哺乳類が含まれて
いない指定希少野生動植物種20種 の保護
のみが、目標や施策で述べられている。絶滅
危惧I類のモモンガやヤマネについて、ほとん
ど調査も行われておらず、現状調査を広範囲
で行い、保護回復対策を実施しなければいつ
の間にか絶滅してしまう可能性が高い。絶滅
危惧II類のカワネズミやコウモリ類なども同様
の可能性があり、早急な調査や保護が必要と
思われる。これらの生物は森林を主な生息場
所としており、生態系の上位種である絶滅危
惧種の哺乳類を保全するための森林（生態
系）保護を行うことが施策として重要と考え
る。

　哺乳類を含め、新たな指定希少野生動植物
種の指定及び保護回復事業計画の策定につ
いては、福岡県レッドデータブックの改訂
（2024（令和６）年発刊予定）を踏まえ、必要
に応じて検討してまいります。
　また、その検討に当たっては、改訂版レッド
データブックの記載内容のほか、改訂作業に
伴う生息・生育状況調査等で得られた情報を
福岡県生物多様性地理情報システムに集約
し、活用することとしています。今後、このシス
テムが希少種保護対策の科学的基盤として
機能するよう、その充実に努めてまいります。

12

「カモ、オオバンなどの食害に対する対応につ
いて」
自治体から麦の食害について相談があり、現
地確認を行うとともに各地での実態や対策に
ついて情報収集を行った。
他県では、オオバンによる麦や蓮（茎）の食害
が確認されている。特に蓮の食害は、茎を齧
られると、根が枯れるということで、網をかけ
て被害を防止している状況である。オオバン
の麦の食害は未ださほど大きな被害にはなっ
ていないが、一部駆除もされている様である。
どんな対応が出来るか、県とも打ち合わせて
対応したい。
これらの農作物の食害に対して、生物多様性
ではどう対応するのか知りたい。

生物多様性は農・漁業の被害とどう共存する
かを、明記し、その対策も講じて欲しい。

　野生鳥獣による農業被害に対しては、戦略
案P128の「重点プロジェクト９」に記載のとお
り「野生鳥獣による農林水産物、生活環境、生
態系への被害対策として、捕獲や防護柵、生
息環境の整備等の被害防止策を総合的に実
施しています。しかし、その被害は依然大きい
ため、引き続き被害防止策を科学的、計画的
に実施」することとしています。
　なお、いただいた御意見は今後の取組の参
考とさせていただきます。

4
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13

「県によるサギ、カワウなどの生息調査と生息
数の管理について」
複数の自治体において、サギ類のコロニーに
よる糞害等のトラブルが生じていると聞く。
生物多様性の視点からの、これらの鳥類に対
する対応については、ほとんどされていないと
言ってよい状況にある。
希少種の保護のみではなく、身近かな野鳥に
対する対策が必要であると考える。

生物多様性は、希少種の保護だけではない。
身近な野鳥の適正な管理が望まれる。

　身近な種から希少種まで多様な野生生物が
生息・生育できる環境を維持し、人と野生動
物の望ましい関係を築いていくためには、多
様な主体の参加のもと野生生物の適正な保
護と管理を進めることが重要です。このため、
戦略案P１２９「鳥獣保護管理に関する普及啓
発」に記載のとおり、鳥獣の保護管理に関する
地域住民の理解と協力を促し、人と鳥獣の適
切な関係を構築できるよう、探鳥会や自然環
境教育の場などを通じて、安易な保護や餌付
けによる影響、鳥獣による生態系・農林水産
業などへの被害等について、普及啓発等を
行ってまいります。

14

昨年、特定外来生物オオキンケイギクの駆除
に会と住民の方と取り組みましたが、行政の
協力が得られませんでした。外来生物につい
ては特に特定地域で駆除しなければならない
と思います。地域分布図があれば啓発できる
と思います。

オオキンケイギクの黄色がきれいと言ってそっ
としておいてと言われる方もいます。このこと
は外来生物ということが伝わっていないと思
います。

　オオキンケイギクなどの侵略的外来種16種
の分布図については、２０１５（平成２７）～２０１
６（平成２８）年に調査した結果を２．５次メッ
シュとして作成し、福岡県侵略的外来種リスト
2018のP85以降に掲載しています。また、生
物多様性に関する情報を一元的に発信・提供
するホームページ「福岡県生物多様性情報総
合プラットフォーム」においても、新たにメッ
シュ図を公開し、外来種対策に役立つ情報を
更新していきます。

15 P137

港湾整備における生物多様性の配慮につい
て　緑地整備に際し多様な生物の生息空間の
創出を、より具体的に「水鳥のための生息空
間としての湿地の創出」と明文化してほしい。

開発によって水鳥や渡り鳥の生息空間である
湿地が奪われている。渡り鳥のフライウェイ上
に位置する福岡県の埋め立て途中にできた
湿地は、代替え湿地として一定期間大変有効
で重要な役割を果たしているが，やがて埋め
立てられ消失している。浚渫土砂の有効活用
などを含め，積極的に水鳥のための湿地を創
出すべきである。

　港湾部の埋立造成においては、埋立材であ
る浚渫土砂に多量の海水が混じるため、埋立
地は一時的に海水が溜まった状況となり、一
定期間は湿地のような状態になります。しか
し、海面より高い埋立地に溜まった海水であ
り、新たな海水の流入がないため、水面を保
つことができない状況となります。
　港湾整備における緑地整備にあたっては当
該箇所に応じた固有の検討が必要となるた
め、水鳥に特化した記載はしていませんが、
今後とも水鳥を含む多様な生物の生息空間
を創出できるよう考慮してまいります。
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16 P140

放置竹林の対策について、企業やNPO等と
協力して推進する旨も追記すべきであると思
います。八女市を中心に、放置竹林の拡大・
竹林の周辺森林への侵食は悪化の一途と
なっています。本県の生物多様性の損失に掛
かる主要な要因の一つと思います。

八女市を中心に、放置竹林の拡大・竹林の周
辺森林への侵食は悪化の一途となっており、
既に行政機関のみでどうにかなる状態ではあ
りません。竹材の利活用方法の考案に取り組
んでいる企業やNPOもありますので、官民あ
るいは産学官で連携した施策の推進が必要
だと思います。

　県では、放置竹林の拡大を防ぐため、関係
市町村との連携強化を図るとともに、森林・山
村多面的機能発揮対策交付金等を活用し、
地域住民やNPO等が行う竹林整備を支援し
ています。
　このため、戦略案P１４０「放置竹林対策の推
進」については、御意見を踏まえ、次のとおり
修正します。
　「放置竹林の拡大を防ぐため、関係市町村と
連携強化を図りながら、森林組合や市町村に
対し、他の樹種への植え替えや、人工林に侵
入した竹の伐採等の支援を行います。また、
地域住民やNPO等が行う竹林整備を推進す
るため、森林・山村多面的機能発揮対策交付
金等を活用しその活動を支援します。」

17
P１４３～
P１４４

農業農地分野に関する取り組みに関して
食の安全について、遺伝子組み換え品種・作
物についての規制、病害虫雑草管理につい
て、除草剤やネオニコ系農薬のより踏み込ん
だ使用規制が必要ではないか。福岡県産品
種を守るための県独自の条例等も必要では
ないか。

「エコ農産物認証制度」や「環境保全型農業
支援」の制度は評価できるが、一方で除草剤
の使用は、農地だけでなく畦や土手、道路脇、
線路脇法面、グランド、公園など様々な場所
での使用が目につく。農薬なども欧米に比べ
て使用規制が緩く安全性が疑わしい。種子法
が廃止され、種子ビジネスが一部の巨大資
本・多国籍企業に独占され、種子の囲い込み
が進む現状をみるときに、地域特有の風土の
中で育まれ食文化を支えてきた多様性や、
「食料主権」を守るために、伝統野菜はもちろ
ん福岡県が開発してきた米や麦，大豆等の主
要作物の品種も県独自の条令を作って守っ
て欲しい。

　遺伝子組換えについては、「遺伝子組換え
生物等の使用等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律」、除草剤やネオニコ系
農薬については、「農薬取締法」で全国一律に
規制がされているところであり、県としまして
は、法律を遵守して生産するよう指導してま
いります。
　県育成品種を含む水稲、麦、大豆の種子に
つきましては、「福岡県農林水産業・農山漁村
振興条例」及び「主要農作物種子法（２０１８年
４月廃止）」の内容を引き継ぐ「福岡県稲、麦
類及び大豆の種子の安定供給に関する基本
要綱（２０１８年４月制定）に基づき、水稲、麦、
大豆の優良種子の生産と供給に取り組んで
おります。
　また、県内の伝統野菜の栽培にあたっては、
戦略案P１４４「伝統野菜の保存と普及」に記
載のとおり、関係機関とも連携の上、必要に
応じて技術的支援を図ってまいります。
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18

「外来種・西洋睡蓮の駆除について」
県天然記念物のオグラコウホネの生息地に外
来種・西洋睡蓮が繁殖していることについて、
地元役場に連絡した。
その後、現地を確認したが、ほとんど以前と同
じ状態であった。
なお、この件については、環境保全指導員とし
て県に報告しているが、県からは何の報告も
ない。

県は、生物多様性と言いながら、市町村に対
してどんな指導をしているのか。
こんな状況では、希少植物が守られるのか、
はなはだ疑問である。
市町村に対する指導、及び、情報提供者（環
境保全指導員）への経過報告なども徹底しな
ければ、希少生物の程は出来ないのではない
かと思い、その旨の追加をお願いする。

なお、環境保全指導員については、研修会の
開催もお願いしたい。

　県指定天然記念物については、県が設置す
る文化財保護指導委員が定期的に巡回し、状
況を確認しています。御意見をいただいたオ
グラコウホネに関しては、　県の絶滅危惧種に
選定され、その生育には注意を要することか
ら文化財保護指導委員の巡回等を通して、生
育地を管理する自治体とともに継続的に注意
を払っているところです。
　また、戦略案P153「市町村が実施する生物
多様性関連事業の支援」に記載のとおり、市
町村が実施する生物多様性の保全事業等に
対しては必要に応じて技術的助言等を行うこ
とにしております。本件については、生育地を
管理している自治体に対して、外来種である
セイヨウスイレンの駆除に向けた技術的助言
を実施しているところです。
　なお、御意見にありました環境保全指導員
に対する研修については、必要に応じて実施
を検討してまいります。

19

　ここ１１年間、毎日海岸の清掃活動を行って
いるが、固有種の保全は待ったなしの状態に
なりつつある。一部の人間だけではなく、県民
全体が生物多様性に関する意識を変えないと
いけない。住民の意識を変えるためには、市
町村による啓発の推進が重要であり、そのた
めにも県はまず市町村の意識を変えるような
働きかけが必要である。
　また、生物多様性を保全するためには、県
民、行政、企業が一体となるための具体的な
方策を決める必要がある。

　市町村に生物多様性の保全を呼びかけて
も、海岸は県の所管だからととりあってもらえ
ない現状がある。また、海岸を利用する県民
に生物多様性の重要性を説明しても、興味が
ないと言われるような状態がずっと続いてい
る。
　市町村は市民参加型の海岸清掃活動を実
施しているが、希少生物の生息域まで入りこ
み、海浜植物を踏み荒らし、砂を踏み固める
などの行為を行っている。配慮をお願いして
も「人が足りないから無理」と断られ、市町村
長を含めた市町村職員の意識を変える必要
があると痛感している。

　生物多様性の保全に向けては多様な主体
が互いに連携・協働して取り組んでいくことが
必要です。戦略案P160第６章「１．推進体制
（１）多様な主体の連携・協働による推進」に記
載のとおり、市町村においては各市町村に特
有の生物多様性の特徴・課題を踏まえ、地域
密着型の施策を計画的に推進するほか、施策
の検討に際して、NPO等と連携を行うなどし
て、住民の意向把握に努め、地域の実情に
あった施策を実施していくことが求められま
す。
　県におきましては、生物多様性に関する普
及・啓発を積極的に行うとともに、多様な主体
の連携・促進に取り組んでいるところです。今
後も引き続き市町村との効果的な連携を図
り、各主体に対する情報提供等の適切な支援
を行ってまいります。
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20 P３９

香春岳の石灰岩植生の生育種について、ツク
シシモツケはイブキシモツケのことでしょうか。
通常使われる和名ではないように思います。

　御意見を踏まえ、「イブキシモツケ」に修正し
ます。

21 P４３

コウラカナワラビとされていたものは、海老原
（2017、シダ植物標準図鑑Ⅱ）において、イヌ
ツルダカナワラビ（雑種で、特に珍しいもので
はないです）とされました。本ページにおいて
特筆して名前を出すことは避けたほうが良い
と思います。

　当該箇所は、その地の名を冠した植物を記
述したものですが、御意見にある最新の分類
学的知見も踏まえる必要があることから、戦
略案P43「高良山の照葉樹林」の説明を次の
とおり修正します。
「着生植物やコウラカナワラビ（イヌツルダカナ
ワラビ）などのシダ類が豊富です。」
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